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年末差額支給 

教諭20万円超 
１１月２１日、地公労第２回交渉を行いました。賃金改定について地公労共闘会議（埼教組・埼高教・県職

員組合）は、「極めて不十分な回答だが、１２月議会に条例提案・年内差額支給は、異常とも言える物価高の中

でわずかとはいえ重要」との見解を表明し、賃金分野のみの「終了」を表明しました。１２月県議会で条例改

正案が可決され、１２月２６日には２０２５年４月にさかのぼって給与改定がなされ、４月から１２月までの

給与引き上げ分について差額が支給されました。 

給与モデルに基づいて試算すると、教諭については中位の号給（モデルでは２級７１号給）で約２３万円の

支給、最小の号給（初任給。モデルでは２級１７号給）で約２１万円、最大の号給（モデルでは２級１６１号

給）で約２３万円となります。 しかし、再任用では約１６万円となり、再任用や定年延長の教職員の処遇が不

十分であることがここでも明確になっています。（表参照） 

 

 

 

 

 

交渉は継続 新たな休暇制度、多忙化解消策、未配置・未補充の解消など要求 

１２月県議会で改定案が可決されたことにより、教職調整額は１月分から現行の４％から５％へ引き上げら

れます。 しかし、これでは学校現場の恒常化した長時間過密労働には全く見合っていません。 義務教育等教員

特別手当は本給の 1.5％相当から 1.0％相当へ引き下げられます。 そして、学級担任のみに月額３,０００円の加

算が行われますが、特別支援学校、特

別支援学級については除外されます。 

埼教組（※資料内では埼教連と記載）

が、職場に分断を持ち込むと厳しく批

判した内容です。 

なお、１２月県議会に関わるもの以

外は引き続き交渉を継続しています。 

新たな休暇制度の導入や、多忙化を解

消するための実効ある具体策、そして

「未配置・未補充」を直ちに解消する

ことなど、職場の切実な声に応え、前

進回答を求めていきます。 

教育予算要望に対する市教委

回答全文がご覧いただけま

す。PC からも越教組 HP→

重要資料→「2025 年 11 月交

渉」でご覧いただけます。  

 

何かありましたら組

合にご相談ください。 

埼教組 

HP 
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